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福井県告示第４６０号

　公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和３２年厚生省令第３８号）第２
条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和８年１月１日か
ら施行する。
　なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定（令和５年１２月１２日福井県告示４５７号）
は、令和７年１２月３１日をもって廃止する。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　公衆浴場入浴料金の統制額

２　福井県公衆浴場基準条例（昭和４５年福井県条例第３８号）第２条第２号に規定する 
　その他の公衆浴場の入浴料金については、前項の規定は適用しない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４６１号

　漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の規定による届出
を審査した結果、次の加入区について同法第１１２条第１項の規定による同意があったと
認めたので、同法第１１２条の２第３項の規定により公示する。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
　高浜町加入区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４６２号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第３項の規定において準用する
同法第５３条の２の３第１項の規定に基づき、県営土地改良事業【敦賀西部地区　区画整
理（経営体育成基盤整備（ほ場）事業（全工区）】の換地計画において、同法第５３条の
２の２第１項前段の規定による同意に係る次の土地を、従前の土地としてその地積を特に
減じて換地を定め、または換地を定めない土地に指定したので、同法第８９条の２第３項
の規定において準用する同法第５３条の２の３第２項の規定において準用する同法第５３
条の２第３項の規定により告示する。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
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区分
大人（12歳以上
の者をいう。）

中人（6歳以上12歳
未満の者をいう。）

小人（6歳未満
の者をいう。）

金額
（１人につき）

５３０円 １７０円 ８０円

適用地域
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　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　落札に係る特定役務の名称および数量
　　納税通知書等の作成業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県総務部税務課
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
３　落札者を決定した日
　　令和７年１１月１４日
４　落札者の名称および住所
　　サンメッセ株式会社滋賀営業所
　　滋賀県彦根市小泉町３００番地２１
５　落札金額
　　５４，９５０，５００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和７年９月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので
、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号
）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　随意契約に係る物品等の名称および数量
　　菱田春草「落葉」（試作）　１点
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県立美術館
　　福井県福井市文京３丁目１６番１号
３　随意契約の相手方を決定した日
　　令和７年１１月２０日
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４　随意契約の相手方の名称および住所
　　株式会社壺中居
　　東京都中央区日本橋３丁目８番５号
５　随意契約に係る契約金額
　　６６，０００，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約によることにした理由
　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
　３７２号）第１１条第１項第１号に該当するため。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による大規模小
売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第８条第２項の規定により、この公告の日から４月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　ドラッグコスモス堀ノ宮店
　　福井市堀ノ宮一丁目２０６番　外
２　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
　表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品　　　　
　　代表取締役　横山　英昭
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号
３　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人に
　あっては代表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品
　　代表取締役　横山　英昭　　　　　　
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号
４　大規模小売店舗の新設をする日
　　令和８年７月２０日
５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　１，３５４㎡
６　駐車場の収容台数　　　　　　４５台
７　駐輪場の収容台数　　　　　　１０台

公　　　　　告
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氏　名
井上　毅　　　弁護士
川村　一司　　弁護士
小池　麻里子　弁護士
竹内　順子　　司法書士
廣瀬　弘毅　　福井県立大学経済学部教授
橋岡　克典　　日本労働組合総連合会福井県連合会会長
米谷　寿光　　アイシン福井労働組合執行委員長
角田　智子　　日本郵政グループ労働組合北陸地方本部書記長
山田　佐智生　日本労働組合総連合会福井県連合会事務局長
島田　一英　　ＵＡゼンセン福井県支部支部長
田村　毅　　　敦賀海陸運輸株式会社専務取締役
清水　則明　　ラニイ福井貨物株式会社取締役会長
中村　直樹　　アイテック株式会社顧問
山埜　浩嗣　　福井県経営者協会専務理事
久保田　百代　久保田電機株式会社代表取締役社長
　　　　

現　職



８　荷さばき施設の面積　　　　　３２㎡
９　廃棄物等の保管施設の容量１２．２㎥
１０　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻および閉店時刻
　　　開店時刻　　　　　　午前９時００分
　　　閉店時刻　　　　　　午後９時４５分
１１　来客が駐車場を利用することができる時間帯　　　　　　　　　　　　　　
　　　午前８時３０分から午後１０時００分まで
１２　駐車場の自動車の出入口の数　３箇所
１３　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　午前６時００分から午後１０時００分まで
１４　届出のあった日
　　　令和７年１１月１９日
１５　届出の縦覧場所
　⑴　福井県福井市大手三丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県福井市手寄１丁目４番１号
　　　ＡＯＳＳＡ５階
　　　福井市商工労働部商工労政課
１６　届出の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　　　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　　　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末、
　　年始を除く）
１７　意見書の提出先
　　　福井県福井市大手三丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の
規定により、令和７年１１月６日に福井県産業労働部公営企業課より公共測量の終了につ
いての通知があったので、同法第３９条において準用する同法第１４条第３項の規定によ
り、次のとおり公示する。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　測量計画機関の名称
　　福井県産業労働部公営企業課
２　作業の種類
　　公共測量（基準点測量）
３　作業の期間
　　令和７年２月２８日から令和７年７月２８日まで
４　作業の地域
　　坂井市三国町米納津他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第２０条第１項の規定により、小浜市長から都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受
けたので、第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により次の
とおり公衆の縦覧に供する。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　都市計画の種類および名称
　⑴　種類
　　　地域地区（用途地域）
　⑵　名称
　　　小浜上中都市計画用途地域
２　縦覧場所
　　福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県土木部都市計画課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　政府調達に関する協定の適用を受ける契約に係る一般競争入札の相手方を決定したので
、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号
）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　落札に係る特定役務の名称および数量
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　　県立学校非常通報装置導入および保守業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県教育庁教育政策課
　　福井市大手３丁目１７番１号
３　落札者を決定した日
　　令和７年１０月１日
４　落札者の名称および住所
　　テルウェル西日本株式会社北陸支店
　　石川県金沢市大手町１６－１
５　落札金額
　　３８，４５５，２００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　第４条の規定による公告を行った日
　　令和７年８月１９日

　労働関係調整法施行令（昭和２１年勅令第４７８号）第４条および労働委員会規則（昭
和２４年中央労働委員会規則第１号）第６８条第１項の規定により、福井県労働委員会あ
っせん員候補者を次のとおり公示する。
　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県労働委員会　会長　井上　毅

福井県教育委員会告示第７号

　教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第１０条第１項の規定により、次の免許
状は効力を失ったので、教育職員免許に関する規則（昭和３０年福井県教育委員会規則第
３号）第３５条の規定により公告する。
　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県教育委員会
１　失効した免許状

２　失効の理由
　　教育職員免許法第１０条第１項第２号（同法施行規則第７４条の２第８号ニ）該当
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労働委員会公告

教育委員会告示

氏　名

失効年月日

免
許
状
の
種
類

高等学校教諭一種免許状（保健体育）（平１５高１第１０５１８号）
授与年月日　平成１５年３月３１日
授与権者　　東京都教育委員会

令和７年１１月２１日

見延　陽一 本籍地 福井県

氏　名

失効年月日

免
許
状
の
種
類

中学校教諭一種免許状（保健体育）（平１５中１第１０５０４号）
授与年月日　平成１５年３月３１日
授与権者　　東京都教育委員会

令和７年１１月２１日

見延　陽一 本籍地 福井県

氏　名
井上　毅　　　弁護士
川村　一司　　弁護士
小池　麻里子　弁護士
竹内　順子　　司法書士
廣瀬　弘毅　　福井県立大学経済学部教授
橋岡　克典　　日本労働組合総連合会福井県連合会会長
米谷　寿光　　アイシン福井労働組合執行委員長
角田　智子　　日本郵政グループ労働組合北陸地方本部書記長
山田　佐智生　日本労働組合総連合会福井県連合会事務局長
島田　一英　　ＵＡゼンセン福井県支部支部長
田村　毅　　　敦賀海陸運輸株式会社専務取締役
清水　則明　　ラニイ福井貨物株式会社取締役会長
中村　直樹　　アイテック株式会社顧問
山埜　浩嗣　　福井県経営者協会専務理事
久保田　百代　久保田電機株式会社代表取締役社長
　　　　

現　職　等

井上　毅　　　弁護士
川村　一司　　弁護士
小池　麻里子　弁護士
竹内　順子　　司法書士
廣瀬　弘毅　　福井県立大学経済学部教授
橋岡　克典　　日本労働組合総連合会福井県連合会会長
米谷　寿光　　アイシン福井労働組合執行委員長
角田　智子　　日本郵政グループ労働組合北陸地方本部書記長
山田　佐智生　日本労働組合総連合会福井県連合会事務局長
島田　一英　　ＵＡゼンセン福井県支部支部長
田村　毅　　　敦賀海陸運輸株式会社専務取締役
清水　則明　　ラニイ福井貨物株式会社取締役会長
中村　直樹　　アイテック株式会社顧問
山埜　浩嗣　　福井県経営者協会専務理事
久保田　百代　久保田電機株式会社代表取締役社長
　　　　



 福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
  令和７年１２月９日 
      福井県公安委員会 委員長 春木 麻紀子 
福井県公安委員会規則第９号 
   福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則 
 福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（令和３年福井県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 
 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前   
（趣旨） 

第１条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用
した行政の推進等に関する法律施行規則（平成１５年国家公安委員会規則第６
号）第１１条および福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
条例（平成１８年福井県条例第５７号。以下「情報通信技術利用条例」という
。）の規定に基づき、公安委員会等が所管する手続等を、電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、
必要な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 
第１条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用
した行政の推進等に関する法律施行規則（平成１５年国家公安委員会規則第６
号。以下「情報通信技術活用規則」という。）第１１条および福井県行政手続
等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１８年福井県条例第５７
号。以下「情報通信技術利用条例」という。）の規定に基づき、公安委員会等
が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
を利用する方法により行わせ、または行う場合について、必要な事項を定める
ものとする。 

（定義） 
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。 

 ⑴・⑵ （略） 
 ⑶ 電子署名 次に掲げるものをいう。 
  ア 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２

条第１項に規定する電子署名 
  イ 政府認証基盤（行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することそ

の他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、または行わせるため
に運営するものをいう。）の官職証明書に基づく電子署名 

 ⑷ 電子証明書 申請等をする者または行政機関等が電子署名を行ったもので
あることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであるこ
とを証明するために作成する電磁的記録をいう。 

 ⑸ （略） 
 ⑹ 処分通知等 情報通信技術活用法第３条第９号および情報通信技術利用条

（定義） 
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。 

 ⑴・⑵ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑶ （略） 
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公安委員会規則

５ 公安委員会等は、第２項の規定により申請等を行う者が、第３項に規定する
事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項を
インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合
であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等
に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわら
ず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。 
６ 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第
２項および第３項の規定に基づき当該数通の書面等のうち１通に記載されてい
る事項またはこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の
書面等に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項が入力されたもの
とみなす。 

 
 
 
 
 
 
５ 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第
２項および第３項の規定に基づき当該数通の書面等のうち１通に記載されてい
る事項またはこれらに記載すべき事項を入力し、または送信した場合は、その
他の同一内容の書面等に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項が
入力され、または送信されたものとみなす。 

（申請等に係る署名等に代わる措置） 
第４条 情報通信技術活用法第６条第４項および情報通信技術利用条例第３条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書（前条第４項に
定める電子証明書に限る。）と併せてこれを送信する措置その他申請等を行っ
た者を確認するための措置として福井県公安委員会または福井県警察本部長が
定める措置とする。 

（署名等に代わる措置） 
第５条 情報通信技術活用法第６条第４項および情報通信技術利用条例第３条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書（前条第４項各
号に定める電子証明書に限る。）と併せてこれを送信する措置その他申請等を
行った者を確認するための措置として福井県警察本部長が定める措置とする。 

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難また
は著しく不適当と認められる部分がある場合） 
第５条 情報通信技術活用法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処
理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる
部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 
 ⑴ 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると福井県公
安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑵ 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると
福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑶ 申請等に係る書面等または電磁的記録が大量であるため、第３条第２項ま
たは第３項の規定による入力が困難である場合 

 ⑷ 前３号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法に
より行うことが不可能または申請等に係る利便性を著しく損なう場合 

 
２ 前項の場合において、申請等（電子情報処理組織を使用する方法により行う

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難また
は著しく不適当と認められる部分がある場合） 

第６条 情報通信技術活用法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処
理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる
部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 

 ⑴ 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員
会等が認める場合 

 ⑵ 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会
等が認める場合 

 
 
 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する
方法により行うことが不可能な場合または申請等に係る利便性を著しく損な
う場合 
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例第２条第７号に規定する処分通知等をいう。 
２ 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法
で使用する用語の例による。 

 
２ 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法
および情報通信技術活用規則で使用する用語の例による。 

 
 

（対象となる手続等） 
第３条 この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法により行わせ、または行うことができる手続等は、福
井県警察本部長が別に定める。 

（申請等の手続） 
第３条 情報通信技術活用法第６条第１項または情報通信技術利用条例第３条第
１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、
公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算
機であって福井県公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信
回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなけれ
ばならない。 
２ 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申
請等に係る事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申
請等を行わなければならない。 
 
３ 前項の規定により申請等を行う者は、福井県公安委員会または福井県警察本
部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出
すべきこととされている書面等または電磁的記録に記載され、もしくは記録さ
れている事項またはこれらに記載すべき、もしくは記録すべき事項を、併せて
入力しなければならない。 
４ 前２項の規定により申請等を行う者は、福井県公安委員会または福井県警察
本部長が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に電子
署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該
当するものと併せてこれを送信しなければならない。 
 
 ⑴ （略） 
 ⑵ 電子署名及び認証業務に関する法律第４条第１項の認定を受けた者が発行
した電子証明書 

 ⑶ （略） 
 

（電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等） 
第４条 情報通信技術活用法第６条第１項または情報通信技術利用条例第３条第
１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、
公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算
機であって福井県警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信
回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなけれ
ばならない。 

２ 前項に規定する者は、申請等を書面等により行うときに法令の規定により書
面等に記載すべきこととされている事項その他福井県警察本部長が必要と認め
る事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、または送
信しなければならない。 

３ 第１項に規定する者は、福井県警察本部長が定めるところにより、当該申請
等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等または
電磁的記録に記載され、もしくは記録されている事項またはこれらに記載すべ
き、もしくは記録すべき事項を併せて入力し、または送信しなければならない。 

 
４ 前２項の規定により申請等を行う者は、入力し、または送信する事項につい
ての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号
のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、
福井県警察本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するため
の措置を講ずる場合は、この限りでない。 

 ⑴ （略） 
 
 
 ⑵ （略） 
 ⑶ 前２号に規定するもののほか、公安委員会等が指定する電子証明書 

５ 公安委員会等は、第２項の規定により申請等を行う者が、第３項に規定する
事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項を
インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合
であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等
に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわら
ず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。 
６ 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第
２項および第３項の規定に基づき当該数通の書面等のうち１通に記載されてい
る事項またはこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の
書面等に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項が入力されたもの
とみなす。 

 
 
 
 
 
 
５ 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第
２項および第３項の規定に基づき当該数通の書面等のうち１通に記載されてい
る事項またはこれらに記載すべき事項を入力し、または送信した場合は、その
他の同一内容の書面等に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項が
入力され、または送信されたものとみなす。 

（申請等に係る署名等に代わる措置） 
第４条 情報通信技術活用法第６条第４項および情報通信技術利用条例第３条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書（前条第４項に
定める電子証明書に限る。）と併せてこれを送信する措置その他申請等を行っ
た者を確認するための措置として福井県公安委員会または福井県警察本部長が
定める措置とする。 

（署名等に代わる措置） 
第５条 情報通信技術活用法第６条第４項および情報通信技術利用条例第３条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書（前条第４項各
号に定める電子証明書に限る。）と併せてこれを送信する措置その他申請等を
行った者を確認するための措置として福井県警察本部長が定める措置とする。 

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難また
は著しく不適当と認められる部分がある場合） 
第５条 情報通信技術活用法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処
理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる
部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 
 ⑴ 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると福井県公
安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑵ 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると
福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑶ 申請等に係る書面等または電磁的記録が大量であるため、第３条第２項ま
たは第３項の規定による入力が困難である場合 

 ⑷ 前３号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法に
より行うことが不可能または申請等に係る利便性を著しく損なう場合 

 
２ 前項の場合において、申請等（電子情報処理組織を使用する方法により行う

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難また
は著しく不適当と認められる部分がある場合） 

第６条 情報通信技術活用法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処
理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる
部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 

 ⑴ 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員
会等が認める場合 

 ⑵ 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会
等が認める場合 

 
 
 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する
方法により行うことが不可能な場合または申請等に係る利便性を著しく損な
う場合 

 

ことが困難または著しく不適当と認められる部分に限る。）は、電子情報処理
組織を使用して申請等（当該部分を除く。）を行った日から１週間以内にしな
ければならない。 

 

（処分通知等の手続） 
第６条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第７条第１項または情報通信技術
利用条例第４条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処
分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等
を受ける者の使用に係る電子計算機であって福井県公安委員会が定める技術的
基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する
方法により、処分通知等を行わなければならない。 
２ 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う
場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から
入力して、処分通知等を行わなければならない。 
３ 前項の場合において、公安委員会等は、福井県公安委員会または福井県警察
本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に
電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するもの
とする。 

 

（処分通知等を受ける旨の表示の方式） 
第７条 情報通信技術活用法第７条第１項ただし書に規定する方式は、次の各号
に掲げるいずれかの方式とする。 
 ⑴ 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号および暗証符
号の入力 

 ⑵ 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望す
る旨の福井県公安委員会または福井県警察本部長の定めるところにより行う
届出 

 

（処分通知等に係る署名等に代わる措置） 
第８条 情報通信技術活用法第７条第４項および情報通信技術利用条例第４条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項
についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこ
れを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として福
井県公安委員会または福井県警察本部長が定める措置とする。 

 

（処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難
または著しく不適当と認められる部分がある場合） 
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ことが困難または著しく不適当と認められる部分に限る。）は、電子情報処理
組織を使用して申請等（当該部分を除く。）を行った日から１週間以内にしな
ければならない。 

 

（処分通知等の手続） 
第６条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第７条第１項または情報通信技術
利用条例第４条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処
分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等
を受ける者の使用に係る電子計算機であって福井県公安委員会が定める技術的
基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する
方法により、処分通知等を行わなければならない。 
２ 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う
場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から
入力して、処分通知等を行わなければならない。 
３ 前項の場合において、公安委員会等は、福井県公安委員会または福井県警察
本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に
電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するもの
とする。 

 

（処分通知等を受ける旨の表示の方式） 
第７条 情報通信技術活用法第７条第１項ただし書に規定する方式は、次の各号
に掲げるいずれかの方式とする。 
 ⑴ 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号および暗証符
号の入力 

 ⑵ 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望す
る旨の福井県公安委員会または福井県警察本部長の定めるところにより行う
届出 

 

（処分通知等に係る署名等に代わる措置） 
第８条 情報通信技術活用法第７条第４項および情報通信技術利用条例第４条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項
についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこ
れを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として福
井県公安委員会または福井県警察本部長が定める措置とする。 

 

（処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難
または著しく不適当と認められる部分がある場合） 

 

５ 公安委員会等は、第２項の規定により申請等を行う者が、第３項に規定する
事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項を
インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合
であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等
に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわら
ず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。 
６ 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第
２項および第３項の規定に基づき当該数通の書面等のうち１通に記載されてい
る事項またはこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の
書面等に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項が入力されたもの
とみなす。 

 
 
 
 
 
 
５ 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第
２項および第３項の規定に基づき当該数通の書面等のうち１通に記載されてい
る事項またはこれらに記載すべき事項を入力し、または送信した場合は、その
他の同一内容の書面等に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項が
入力され、または送信されたものとみなす。 

（申請等に係る署名等に代わる措置） 
第４条 情報通信技術活用法第６条第４項および情報通信技術利用条例第３条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書（前条第４項に
定める電子証明書に限る。）と併せてこれを送信する措置その他申請等を行っ
た者を確認するための措置として福井県公安委員会または福井県警察本部長が
定める措置とする。 

（署名等に代わる措置） 
第５条 情報通信技術活用法第６条第４項および情報通信技術利用条例第３条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書（前条第４項各
号に定める電子証明書に限る。）と併せてこれを送信する措置その他申請等を
行った者を確認するための措置として福井県警察本部長が定める措置とする。 

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難また
は著しく不適当と認められる部分がある場合） 
第５条 情報通信技術活用法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処
理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる
部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 
 ⑴ 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると福井県公
安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑵ 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると
福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑶ 申請等に係る書面等または電磁的記録が大量であるため、第３条第２項ま
たは第３項の規定による入力が困難である場合 

 ⑷ 前３号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法に
より行うことが不可能または申請等に係る利便性を著しく損なう場合 

 
２ 前項の場合において、申請等（電子情報処理組織を使用する方法により行う

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難また
は著しく不適当と認められる部分がある場合） 

第６条 情報通信技術活用法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処
理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる
部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 

 ⑴ 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員
会等が認める場合 

 ⑵ 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会
等が認める場合 

 
 
 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する
方法により行うことが不可能な場合または申請等に係る利便性を著しく損な
う場合 

 

第９条 情報通信技術活用法第７条第５項に規定する処分通知等のうちに電子情
報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認めら
れる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 
 ⑴ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると福
井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑵ 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあ
ると福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑶ 前２号に掲げるほか、処分通知等の全部を電子情報処理組織を使用する方
法により行うことが不可能または処分通知等に係る利便性を著しく損なう場
合 

（その他） 
第１０条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により
行う場合に必要な事項は、福井県公安委員会または福井県警察本部長が別に定
める。 

（その他） 
第７条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行
う場合に必要な事項は、福井県警察本部長が別に定める。 

  
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和７年１２月１５日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則による改正後の第５条第２項の規定は、同項に規定する日がこの規則の施行の日以後である申請等（この規則による改正後の第２条第１項第５号に規定
する申請等をいう。）について適用する。 
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５ 公安委員会等は、第２項の規定により申請等を行う者が、第３項に規定する
事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項を
インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合
であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等
に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわら
ず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。 
６ 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第
２項および第３項の規定に基づき当該数通の書面等のうち１通に記載されてい
る事項またはこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の
書面等に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項が入力されたもの
とみなす。 

 
 
 
 
 
 
５ 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第
２項および第３項の規定に基づき当該数通の書面等のうち１通に記載されてい
る事項またはこれらに記載すべき事項を入力し、または送信した場合は、その
他の同一内容の書面等に記載されている事項またはこれらに記載すべき事項が
入力され、または送信されたものとみなす。 

（申請等に係る署名等に代わる措置） 
第４条 情報通信技術活用法第６条第４項および情報通信技術利用条例第３条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書（前条第４項に
定める電子証明書に限る。）と併せてこれを送信する措置その他申請等を行っ
た者を確認するための措置として福井県公安委員会または福井県警察本部長が
定める措置とする。 

（署名等に代わる措置） 
第５条 情報通信技術活用法第６条第４項および情報通信技術利用条例第３条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項につ
いての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書（前条第４項各
号に定める電子証明書に限る。）と併せてこれを送信する措置その他申請等を
行った者を確認するための措置として福井県警察本部長が定める措置とする。 

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難また
は著しく不適当と認められる部分がある場合） 
第５条 情報通信技術活用法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処
理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる
部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 
 ⑴ 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると福井県公
安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑵ 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると
福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑶ 申請等に係る書面等または電磁的記録が大量であるため、第３条第２項ま
たは第３項の規定による入力が困難である場合 

 ⑷ 前３号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法に
より行うことが不可能または申請等に係る利便性を著しく損なう場合 

 
２ 前項の場合において、申請等（電子情報処理組織を使用する方法により行う

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難また
は著しく不適当と認められる部分がある場合） 

第６条 情報通信技術活用法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処
理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる
部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 

 ⑴ 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員
会等が認める場合 

 ⑵ 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会
等が認める場合 

 
 
 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する
方法により行うことが不可能な場合または申請等に係る利便性を著しく損な
う場合 

 

第９条 情報通信技術活用法第７条第５項に規定する処分通知等のうちに電子情
報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認めら
れる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 
 ⑴ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると福
井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑵ 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあ
ると福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑶ 前２号に掲げるほか、処分通知等の全部を電子情報処理組織を使用する方
法により行うことが不可能または処分通知等に係る利便性を著しく損なう場
合 

（その他） 
第１０条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により
行う場合に必要な事項は、福井県公安委員会または福井県警察本部長が別に定
める。 

（その他） 
第７条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行
う場合に必要な事項は、福井県警察本部長が別に定める。 

  
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和７年１２月１５日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則による改正後の第５条第２項の規定は、同項に規定する日がこの規則の施行の日以後である申請等（この規則による改正後の第２条第１項第５号に規定
する申請等をいう。）について適用する。 

 

ことが困難または著しく不適当と認められる部分に限る。）は、電子情報処理
組織を使用して申請等（当該部分を除く。）を行った日から１週間以内にしな
ければならない。 

 

（処分通知等の手続） 
第６条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第７条第１項または情報通信技術
利用条例第４条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処
分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等
を受ける者の使用に係る電子計算機であって福井県公安委員会が定める技術的
基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する
方法により、処分通知等を行わなければならない。 
２ 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う
場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から
入力して、処分通知等を行わなければならない。 
３ 前項の場合において、公安委員会等は、福井県公安委員会または福井県警察
本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に
電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するもの
とする。 

 

（処分通知等を受ける旨の表示の方式） 
第７条 情報通信技術活用法第７条第１項ただし書に規定する方式は、次の各号
に掲げるいずれかの方式とする。 
 ⑴ 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号および暗証符
号の入力 

 ⑵ 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望す
る旨の福井県公安委員会または福井県警察本部長の定めるところにより行う
届出 

 

（処分通知等に係る署名等に代わる措置） 
第８条 情報通信技術活用法第７条第４項および情報通信技術利用条例第４条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項
についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこ
れを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として福
井県公安委員会または福井県警察本部長が定める措置とする。 

 

（処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難
または著しく不適当と認められる部分がある場合） 
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ことが困難または著しく不適当と認められる部分に限る。）は、電子情報処理
組織を使用して申請等（当該部分を除く。）を行った日から１週間以内にしな
ければならない。 

 

（処分通知等の手続） 
第６条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第７条第１項または情報通信技術
利用条例第４条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処
分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等
を受ける者の使用に係る電子計算機であって福井県公安委員会が定める技術的
基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する
方法により、処分通知等を行わなければならない。 
２ 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う
場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から
入力して、処分通知等を行わなければならない。 
３ 前項の場合において、公安委員会等は、福井県公安委員会または福井県警察
本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に
電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するもの
とする。 

 

（処分通知等を受ける旨の表示の方式） 
第７条 情報通信技術活用法第７条第１項ただし書に規定する方式は、次の各号
に掲げるいずれかの方式とする。 
 ⑴ 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号および暗証符
号の入力 

 ⑵ 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望す
る旨の福井県公安委員会または福井県警察本部長の定めるところにより行う
届出 

 

（処分通知等に係る署名等に代わる措置） 
第８条 情報通信技術活用法第７条第４項および情報通信技術利用条例第４条第
４項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項
についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこ
れを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として福
井県公安委員会または福井県警察本部長が定める措置とする。 

 

（処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難
または著しく不適当と認められる部分がある場合） 

 

第９条 情報通信技術活用法第７条第５項に規定する処分通知等のうちに電子情
報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認めら
れる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 
 ⑴ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると福
井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑵ 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあ
ると福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑶ 前２号に掲げるほか、処分通知等の全部を電子情報処理組織を使用する方
法により行うことが不可能または処分通知等に係る利便性を著しく損なう場
合 

（その他） 
第１０条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により
行う場合に必要な事項は、福井県公安委員会または福井県警察本部長が別に定
める。 

（その他） 
第７条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行
う場合に必要な事項は、福井県警察本部長が別に定める。 

  
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和７年１２月１５日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則による改正後の第５条第２項の規定は、同項に規定する日がこの規則の施行の日以後である申請等（この規則による改正後の第２条第１項第５号に規定
する申請等をいう。）について適用する。 

 



　たは著しく不適当と認められる部分に係るものに限る。）を提出しようとするときは、
　福井県公安委員会が指定する文字、番号または記号その他の符号を明らかにしてしなけ
　ればならない。
　（処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準）
第７条　規則第６条第１項の福井県公安委員会が定める技術的基準は、公安委員会等の使
　用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えた
　ものとする。
　（処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により受けることを希望する旨の届出
　）
第８条　規則第７条第２号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等
　（福井県公安委員会が行うものに限る。）を受けることを希望する旨の届出は、規則第
　３条第２項に規定する方法によって福井県公安委員会に対してするものとする。
　　　附　則
　この告示は、令和７年１２月１５日から施行する。

福井県警察本部告示第４０号

　福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
第１０条の規定に基づき福井県警察本部長が定める電子情報処理組織による手続等に関す
る告示を次のように定める。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県警察本部長　増田　美希子
　　　福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
　　　規則第１０条の規定に基づき福井県警察本部長が定める電子情報処理組織による手
　　　続等に関する告示
　（趣旨）
第１条　この告示は、福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術
　の利用に関する規則（令和３年福井県公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）
　第１０条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
　（規則第３条第３項に規定する事項の入力方法）
第２条　規則第３条第３項の規定に基づき申請等（福井県警察本部長または警察署長に対
　するものに限る。以下同じ。）を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされ
　ている書面等に記載され、または記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の
　画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当
　該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。
　（規則第３条第４項に規定する福井県警察本部長が定める場合）

福井県公安委員会告示第１２６号

　福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
第１０条の規定に基づき福井県公安委員会が定める電子情報処理組織による手続等に関す
る告示を次のように定める。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県公安委員会　委員長　春木　麻紀子
　　　福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
　　　規則第１０条の規定に基づき福井県公安委員会が定める電子情報処理組織による手
　　　続等に関する告示
　（趣旨）
第１条　この告示は、福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術
　の利用に関する規則（令和３年福井県公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）
　第１０条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
　（申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準）
第２条　規則第３条第１項の福井県公安委員会が定める技術的基準は、公安委員会等の使
　用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えて
　いることとする。
　（規則第３条第３項に規定する事項の入力方法）
第３条　規則第３条第３項の規定に基づき申請等（福井県公安委員会に対するものに限る
　。以下同じ。）を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に
　記載され、または記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を
　用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにそ
　の情報を記録した日時を記録して行わなければならない。
　（規則第３条第４項に規定する福井県公安委員会が定める場合）
第４条　規則第３条第４項に規定する福井県公安委員会が定める場合は、福井県公安委員
　会が指定する申請等ごとに、福井県公安委員会により付された識別符号および暗証符号
　を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ福井県
　公安委員会が指定する措置を講ずる場合とする。
　（申請等を行った者を確認するための措置として福井県公安委員会が定める措置）
第５条　規則第４条に規定する福井県公安委員会が定める措置は、前条に規定する措置と
　する。
　（規則第５条第１項の場合における書面等の提出方法）
第６条　規則第５条第１項の場合において、規則第３条第２項および第３項の規定により
　申請等を行う者は、書面等（電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難ま
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警 察 本 部 告 示

公安委員会告示

第９条 情報通信技術活用法第７条第５項に規定する処分通知等のうちに電子情
報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認めら
れる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。 
 ⑴ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると福
井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑵ 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあ
ると福井県公安委員会または福井県警察本部長が認める場合 

 ⑶ 前２号に掲げるほか、処分通知等の全部を電子情報処理組織を使用する方
法により行うことが不可能または処分通知等に係る利便性を著しく損なう場
合 

（その他） 
第１０条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により
行う場合に必要な事項は、福井県公安委員会または福井県警察本部長が別に定
める。 

（その他） 
第７条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等の所管する手続等を、電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行
う場合に必要な事項は、福井県警察本部長が別に定める。 

  
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和７年１２月１５日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則による改正後の第５条第２項の規定は、同項に規定する日がこの規則の施行の日以後である申請等（この規則による改正後の第２条第１項第５号に規定
する申請等をいう。）について適用する。 

 



第３条　規則第３条第４項に規定する福井県警察本部長が定める場合は、福井県警察本部
　長が指定する申請等ごとに、福井県警察本部長により付された識別符号および暗証符号
　を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ福井県
　警察本部長が指定する措置を講ずる場合とする。
　（申請等を行った者を確認するための措置として福井県警察本部長が定める措置）
第４条　規則第４条に規定する福井県警察本部長が定める措置は、前条に規定する措置と
　する。
　（規則第５条第１項の場合における書面等の提出方法）
第５条　規則第５条第１項の場合において、規則第３条第２項および第３項の規定により
　申請等を行う者は、書面等（電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難ま
　たは著しく不適当と認められる部分に係るものに限る。）を提出しようとするときは、
　福井県警察本部長が指定する文字、番号または記号その他の符号を明らかにしてしなけ
　ればならない。
　（処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により受けることを希望する旨の届出
　）
第６条　規則第７条第２号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等
　（福井県警察本部長または警察署長が行うものに限る。）を受けることを希望する旨の
　届出は、規則第３条第２項に規定する方法によって福井県警察本部長または警察署長に
　対してするものとする。
　　　附　則
　この告示は、令和７年１２月１５日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県警察本部告示第４１号

　福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
を廃止する告示を次のように定める。
　　令和７年１２月９日
　　　　　　福井県警察本部長　増田　美希子
　　　福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
　　　要綱を廃止する告示
　福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
（令和３年福井県警察本部告示第１８号）は、廃止する。
　　　附　則
　この告示は、令和７年１２月１５日から施行する。
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